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　著作権法を中心に、特許法・商標法・不正競争防止法など
の知的財産法に関する法学分野の研究を行っています。知的
財産法は、情報の一定の利用行為を規制する法であり、情報学・
図書館情報学においては、情報と社会制度（法制度）との関
わりの一側面としての研究領域になります。
　現在の著作権制度のもとでは、著作物の複製・公衆送信（イ
ンターネット上での送信等）等の利用の際には、原則として
著作権者の許諾が必要です。しかし、複製等をする者が限ら

れていた制度の誕生当初と異なり、現在は、デジタル技術や
インターネットが発展し、誰もが容易に著作物を創作したり
利用することができるようになりました。現代においては、
著作権の保護の実効性の確保が求められるとともに、著作物
の利用の自由を確保するという観点も重要になっています。
現代の状況に適合した著作権法のあり方とはどのようなもの
であるか、検討を行っています。

　研究成果のうち、知的財産法政策学研究掲載の論文等につ
いては、情報法政策学研究センターのウェブサイトにて公開
しています（知的財産法政策学研究（北海道大学　情報法政策
学研究センター） http://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/journals/ ）。
　社会貢献活動としては、2015 年度から文化審議会著作権分
科会国際小委員会の委員を務めています。

　図書館やアーカイブにおいては、多くの著作物が扱われる
ため、著作権に関連した問題が生じることがあります。イン
ターネットやデジタル技術が発展した現代において、技術を
活用した知識や情報の集積・共有のために、著作権制度がど
のようにあるべきか、一緒に考えてみましょう。


